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                     建災防だより 

令和８年３月１日  

建設業労働災害防止協会香川支部 

〒760-0026  高松市磨屋町６－４ 

                         TEL：087-821-5243 FAX：087-821-5229 

Ｅメール： info@kensaibou-kagawa.jp 

                     ホームページ：https://kensaibou-kagawa.jp 

                        検索方法：建災防香川（けんさいぼうかがわ） 

※ 年度末は、公共工事等多くの工事が完工時期を迎えて繁忙期となり、注意力が低下しやす

い時期であります。会社と作業所の連携を取って頂き、７年度の無災害を達成しましょう。 

また、昨年熱中症で死亡災害が発生しています。今から体制整備の準備をお願いします。 

 

 

 

３月号 

              主 な 内 容 

◎令和８年度、建災防香川支部会員研修会の日程について（ご案内） 

◎ 建設業年度末労働災害防止強調月間実施要領について 

◎ 出張マスクフィットテストのご案内（測定器を持って伺います） 

◎ 建設業における労働災害の発生状況について（R７年１月～12月速報値） 

◎ ５０人未満の事業場におけるストレスチェックの実施について 

◎ 安全衛生管理体制を整備しましょう 

◎ 「リスク管理マニュアル」を使用しましょう 

◎ 全国建設業労働災害防止大会 in 新潟 

◎２０２６年１月から「下請法」は「取適法」へ 

◎ みんなで防ごう熱中症 早めの備えをみんなで実施 

 

 

 

 

 
ホームページ 

はこちら 

https://kensaibou-kagawa.jp/
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 ◎．令和８年度、建災防香川支部 会員研修会の日程について 

会員研修会を次の日程で実施します。労働基準監督署による労働行政の伝達、土木事務所

並びに土地改良事務所からは、管内での公共工事と現場の安全管理についての話をして頂

きます。また、会員になりますと国・県・各市町村（全てではありません）から状況に応

じて加点がもらえます。尚、本研修会は CPDS・CPDのユニット取得の対象講習にしており

ます。様々な安全資料をお配りしています。ぜひご参加ください。どの場所で参加しても 

構いませんので、申し込みの時に記入ください。 
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◎．R７年度、建設業年度末労働災害防止強調月間実施要領について 
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◎．法律で決められたマスクフィットテストを出張してお手伝いしま

す。（１回/年行う必要があります）  
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◎ ．建設業における労働災害の発生状況について（R７年１月～12 月速報値） 

 

 ＜令和７年１２月末の全国の労働災害＞ 

・全産業の死亡者数・・・634人（前年同期比 ▲40人） 

・建設業の死亡者数・・・206人（前年同期比 ▲12人） 

・全産業の休業４日以上の死傷者数・・121.463人 （前年同期比 ▲1.349 人） 

・建設業の休業４日以上の死傷者数・・ 12.335人 （前年同期比 ▲ 440人） 

  

 ＜令和７年１２月末の香川県の労働災害＞ 

・全産業の死亡者数・・・11人（前年同期比 ＋1人、） 

・建設業の死亡者数・・・3人（前年同期比 ＋1人、） 

・全産業の休業４日以上の死傷者数・・1.216人 （前年同期比 ▲152人） 

・建設業の休業４日以上の死傷者数・・  124人 （前年同期比 ▲ 2人） 

 

※香川県の建設業の死亡災害は３件で、感電１件・蜂刺され１件・熱中症１件です。なお、

熱中症による死亡は、全産業では２件です。今年も早めの準備をお願いします。 

 

 

◎．５０人未満の事業場におけるストレスチェックの実施について 

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数５０人未満の事業場に

おいてもストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。 

 （令和７年５月公布、令和１０年５月施行） 
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◎．安全衛生管理体制を整備しましょう 

 ・安衛法では 10 人以上 50人未満の会社は安全衛生管理を担当する

者の選任（安全衛生推進者）が義務づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

◎「リスク管理マニュアル」を使用しましょう。 
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◎ 全国建設業労働災害防止大会 in 新潟 

建設業における安全衛生意識の高揚と管理ノウハウの共有を目的として「全国建設業労

働災害防止大会」が新潟県で開催されます。表彰や特別講演、好事例発表のほか、安全衛 

生保護具等の展示会も行われます。 

 大会参加券（10.000 円）は９月より香川支部でも販売しております。ぜひご参加くだ

さい 
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◎ ２０２６年１月から「下請法」は「取適法」へ 
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◎  みんなで防ごう熱中症 早めの備えをみんなで実施 

令和７年６月１日より、労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策が義務化され

ました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


